	厚生労働省障害保健福祉部が１０月２３日に発表した「障害者自立支援法の実施状況について」に対する障全協のコメント


あらためて的確な実施状況の把握と制度の抜本的改善を求めます！
  厚生労働省障害保健福祉部は、１０月２３日（月）、「障害者自立支援法の実施状況について」をまとめ、発表しました。
公表された資料によると、①介護給付費等の状況については、全体のサービス量が増加しており、とくにグループホームの増加で「地域移行」をすすめる中核となるサービスとして着実に伸びていること、②サービス利用に関する実態については、利用者負担を理由とした通所・入所施設の退所者は月を追うごとに減少する傾向にあり、サービスの利用控えも低い水準で、合計利用者数は増加していること、③所得階層区分の認定状況・負担上限等の減免状況については、施設入所者・グループホーム利用者の９割が低い負担上限額の認定を受け、負担額が軽減・減免されており、在宅者についても軽減策により同様の傾向にあることなど、全体的にはとくに大きな問題なく、順調に実施されていることを強調する内容になっています。
しかし、今回の発表にあたっては、同省が全国の都道府県・市町村を対象に、共通した調査項目に基づく実態把握というのではなく、上記①の介護給付費等の状況は定点市町村（１０４市町村）を対象に、平成１８年６月分と支援費制度時の昨年６月分を比較したものであり、②のサービス利用に関する実態は、調査の実施内容・時期も異なる２６都道府県の調査結果を同省がとりまとめたもので、うち１４都道府県の単純平均値で「利用の中止」状況、６県（島根・千葉・和歌山・大分・三重・岐阜）の単純平均値で「利用控え」状況をまとめ、③の所得階層区分の認定状況・負担上限等の減免状況は、平成１８年６月末現在の定点市町村（１０１市町村）を対象にしたものです。
  同省が障害者自立支援法の実施状況を調査・把握することは、多くの問題点が指摘されている以上当然のことであり、障害者・家族、関係者の強い要望であることはいうまでもありません。
しかし、今回の突然の発表で示された内容は、その対象・調査方法を見る限り、信憑性あるものとは決していえません。
すでに大阪府をはじめ、いくつもの自治体が負担増に伴う深刻な実態を明らかにし、改善要望を提出していると聞きますが、これらがどのように反映されているのか、また定点市町村の自治体名と選択理由をなぜ公表しないのかなど、多くの疑問が残ります。
大都市・地方都市それぞれの実情は異なり、一部の自治体の単純平均値では的確な実態把握は困難です。また、介護給付費といったサービスに要する費用の調査では、個人・世帯単位の実態を十分に把握することはできません。
いずれにしても、「順調な」実施状況にあることを作為的に強調することで同法に対する批判・反発をかわそうとする意図が見え隠れしてきます。
同法の実施に対しては、「きょうされん」をはじめ、いくつもの団体が実態調査を実施し、深刻な実態とその改善を要望してきています。
私ども障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会（略称：障全協）もＮＰＯ大阪障害者センター・障害者生活支援システム研究会が実施した「障害者自立支援法のサービス利用に関する全国影響調査（今年１０月６日記者発表）」に協力し、定率（応益）負担の導入に伴う負担増がサービス利用の抑制・断念という、あってはならない実態等を明らかにし、なによりも障害が重くサービス利用を必要とする人・低所得者層ほど負担が重くなるという逆進性をあらためて浮き彫りにし、早急な改善なくして障害者の真の自立はないことを提言しました。
  おりしも、現在開会中の臨時国会には定率１割負担の凍結等を内容とした民主党の改正案が提出されており、また今回の厚生労働省の発表直後の１０月２４日（火）には、日本身体障害者団体連合会・全日本手をつなぐ育成会・全国精神障害者家族会連合会等の５団体が連盟で「障害者自立支援法の運用上の改善を求める緊急要請」を自民党社会保障制度調査会の障害者福祉委員会に行うなど、同法をめぐる動きが活発化してきています。
５団体の要請では、「今後の障害者福祉を方向付ける画期的なものであり、････賛同してきたという経緯があります」としながら、「導入された障害者の負担やサービス単価、支払い方法等････生活実態や現場の実情に相反する部分が明らかになり、このことに対する見直しを求める現場からの切実な声が多く、各中央団体によせられています」とし、利用者の利用料月額負担の上限額基準を軽減することなどを求めています。
この要請を受けた自民党同委員会は、「障害者から『負担増に耐えられない』との不満が出ているため、負担の上限引き下げなどを検討。早期の予算措置を目指す（１０月２５日付「日経新聞」）」ことを明らかにしています。
  こうした障害者自立支援法をめぐる動向、とりわけ負担増問題については、「凍結」「上限額引き下げ」あるいは「抜本改善」など、その対応についてはさまざまですが、「定率（応益）負担」の導入が障害者の生活実態に相反するという点で共通しています。
それだけに、今回の厚生労働省の「順調な」実施状況との発表がいかに現実の実態・制度に対する関係者の認識とかけ離れたものであるかは明らかです。
  私ども障全協は、障害者自立支援法の抜本的改善を求めています。とりわけ、「定率（応益）負担」制度がサービスを利用する障害者・児にとっても、サービスを提供する事業者にとっても深刻な問題をつくり出している以上、早急の見直しを求めます。
今後この負担問題は、地域生活支援事業の実施を含む新事業体系への移行に伴い、さらに問題が表面化することが予想されるだけに、今回のような何ら説得力のない調査でなく、あらためて的確な実施状況の把握とそれに基づく制度の抜本的改善を強く要請します。
２００６年１０月２５日
                                 　　　　障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会
